
主　　　　　　　文
　１　被告は，原告に対し，４００万円及びこれに対する平成１６年８月１０日から支払済

みまで年６分の割合による金員を支払え。
　２　原告のその余の請求を棄却する。
　３　訴訟費用は被告の負担とする。
　４　この判決は，１項に限り仮に執行することができる。

事　　　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　(1)　被告は，原告に対し，４００万円及びこれに対する平成１６年２月２５日から支払

済みまで年６分の割合による金員を支払え。
　　(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
　　(3)　仮執行宣言
　２　被告
　　(1)　原告の請求を棄却する。
　　(2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者の主張
　１　請求原因
　　(1)　被告は，各種保険業務をなす株式会社である。
　　(2)　原告は，平成１１年９月３０日，別紙自動車目録記載の自動車（以下「本件自動

車」という。）を前所有者であるＡ自動車株式会社から買った。
　　　　なお，本件自動車の引渡は，後記保険契約の締結後であるが，原告は，平成１５

年１２月２９日にローン残金１４１万９０８０円を支払って完済しており，本件自動
車の実質的所有者は原告にある。

　　(3)　原告は，平成１４年１０月１６日，被告との間で以下の保険契約（以下「本件保険
契約」という。）を締結した。

　　　ア　保険の種類　　Ｂ家庭用総合自動車保険
　　　イ　保険期間　　　平成１４年１１月４日午後４時から平成１５年１１月５日午後４時ま

での１年間
　　　ウ　被保険者　　　原告

　エ　被保険自動車　本件自動車
　　　オ　限定運転者　　原告及びその家族
　　　カ　車両保険金額　４００万円
　　　キ　約款
　　　　　第３章第１節第１条１項　被告は，衝突，接触，墜落，転覆，物の飛来，物の落

下，火災，爆発，台風，こう水，高潮その他偶発な事故によって被保険自動車
に生じた損害および被保険自動車の盗難による被害に対して，この車両条項
及び一般条項に従い，次条に定める被保険者に保険金（損害保険金および
費用をいいます。）を支払います。

　　　　　同第２条　この車両条項において，被保険者とは被保険自動車の所有者をいい
ます。

　　(4)　平成１５年９月１５日，午前３時ころから午前６時までの間に，愛知県豊明市ａ町
ｂ番地ｃ所在のハイツＣ駐車場内に駐車していた原告所有にかかる本件自動車
が盗難された（以下「本件盗難事故」という。）。

　　(5)　原告は，本件盗難事故が発覚した直後，最寄りの交番に届け出るとともに，被
告名古屋支店にも連絡した。

　　(6)　被告は，平成１５年９月１７日，その調査会社により盗難の際の事情及び盗難品
の調査をし，直ちに約定の保険金を原告に支払うべきであるにもかかわらず，平
成１５年１２月１０日付御通知（甲５）により，保険金の支払を拒絶した。

　　(7)　原告は，被告に対し，平成１６年２月２４日到達の内容証明郵便をもって，本件
保険契約に基づく保険金の支払を催告した。

　　(8)　よって，原告は，被告に対し，本件保険契約による保険金支払請求権に基づき，
４００万円及びこれに対する支払催告をなした日の翌日である平成１６年２月２５
日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求
める。

　２　請求原因に対する認否
　　(1)　請求原因(1)の事実は認める。
　　(2)　同(2)の事実のうち，平成１１年９月３０日，本件自動車を買ったことは知らず，そ



の余の事実は否認する。　
　　(3)　同(3)の事実は認める。
　　(4)　同(4)の事実は否認する。
　　(5)　同(5)の事実のうち，原告が本件盗難事故後被告名古屋支店に連絡したことは

認めるが，その余の事実は知らない。
　　(6)　同(6)の事実のうち，被告が，平成１５年９月１７日，その調査会社により盗難の

際の事情及び盗難品の調査をし，平成１５年１２月１０日付御通知（甲５）により，
保険金の支払を拒絶したことは認め，その余は争う。

　　(7)　同(7)の事実は否認する。
　３　被告の主張
　　　本件盗難事故は，次の事情から盗難の立証はない。
　　ア　原告は，本件盗難事故のほか，平成１１年７月にも，同様の盗難事故に遭ってい

る。
　　イ　盗難防止装置を作動させなかったことの不自然性
　　　　原告の妻であるＤの陳述書（甲１０）には，「盗難防止装置のホーネットを盗難前

に作動させなかった理由として，以前，暴走族の車両が大きな音で本件自動車
の近くを通過しただけで作動したことがあり，知らない場所で迷惑をかけたくない
という理由で作動させなかった。」との記載があるが，Ｄは，平成１５年９月１７日
に調査会社担当者に対し，「自宅前ではないため，ホーネットを作動させなくても
大丈夫だと思った。ハンドルに装着させる棒状の盗難防止装置に関しては夜間
は常に装着していたが，本件盗難事故当時だけは装着していなかった。」と説明
していた（乙１）。

　　　　ホーネットの構造から考えて，暴走族の車両が大きな音で本件自動車の近くを通
過しただけで作動するとはとても考えられない。

　　ウ　原告は，平成１５年度の給与収入が２６８万５４２０円であったにもかかわらず，そ
の収入に見合わない負債（住宅ロ一ン１７００万円，有限会社Ｅ製作所からの借
金６００万円）を負っていた。

　　エ　本件自動車の積載物に関しての不自然性
        Ｄの陳述書（甲１０）には，「Ｄは，平成１５年９月１４日午後１１時前後にＦの自宅ア

パート敷地内へ本件自動車を駐車させて，結婚式へ出席するための衣装や装
身具（指輪，ネックレス，靴の類），翌日に髪のセットを行う道具，自分のハンドバ
ッグを載せたままにしてＦの部屋へ入室したが，うっかりして，本件自動車の車
内へ被害積載品が載せたままになっていた。Ｆの部屋へ入室して，３人で乾杯し
て話し込んだ後，眠くなりそのまま寝てしまった。」との記載がある。

　　　　しかし，Ｄは，平成１５年９月１７日に調査会社担当者に対し，「Ｆの自宅アパート
へ到着し，本件自動車からはハンドバッグを持って出た。携帯電話とタバコも持
って下りた。Ｆの自宅アパートヘ到着し積戴物を下ろそうと思ったが，眠くなりそ
のまま寝てしまった。」と説明していた（乙１）。

　　　　これに対し，Ｆは，平成１５年１０月１１日に調査会社担当者に対し，「ＤはＦの部屋
へ入室後は，話しに夢中になっていたため積載品を下ろすことができなかったよ
うだ。Ｄは，ポシェットを所持していた。」と説明している。

　　オ　積載品の購入金額に関しての不自然性
　　　　原告作成の警察署への被害届では，本件自動車とともに盗難にあったプラチナ

台にメキシコオパール，ダイヤがついている指輪の被害金額を，１個時価８０万
円としている。しかし，Ｄは，平成１５年１０月２日に調査会社担当者に対し，「指
輪の購入金額は１００万円で，購入先は大府市にある宝石のＧである。」と説明
した（乙３）。

　　　　調査会社担当者が平成１５年１１月１４日にＧで確認したところ，平成１４年３月９
日に原告が購入されているプラチナ・メキシコオパールリングの販売価格は２２
万４３０８円であった。

　　　　原告作成の警察署への被害届では，本件自動車とともに盗難にあったヒステリッ
クミニ製の鞄の被害金額を３万円とし，Ｄは，平成１５年１０月２日に調査会社担
当者に対し，「ヒステリックミニ製の鞄の購入金額は３万円で，購入先は八事のＨ
である。」と説明した。

　　　　調査会社担当者が調査したところ，名古屋市昭和区ｄ丁目ｅに，Ｈプラザ店という
百貨店があり，ユニスタイルという店舗がヒステリックミニというブランド品を扱っ
ていたことが分かり，平成１５年１１月３日に店長のＩへ確認に行った。Ｉは，３万円
もする商品はめったにないと述べ，調査会社担当者は，１個３万円のバッグは店



内に確認できなかった。
　４　被告の主張に対する原告の反論
　　　次のとおり，被告主張にかかる疑惑に，被告の保険金支払を免れさせるほどの不

自然さはない。
　　ア　以前に盗難された自動車や本件自動車がいずれも自動車盗の犯人から垂範の

的とされるランドクルーザー１００型であったことや，前回は自宅マンション駐車
場での盗難であったが，本件盗難事故は妻であるＤが出先で遭った不慮の出来
事であって，以前のものとは態様が異なることから，２度目だからということだけ
では疑惑に根拠があるとは言い難い。

　　イ　盗難防止装置の非作動について
　　　　Ｄが盗難防止装置を作動させなかったこともうかつではあるが，出先で深夜警笛

が鳴るという他人迷惑なことをしたくないと判断し，また，大丈夫だろうと考えて
作動させなかっただけである。

　　　　また，以前暴走族が近くを通過した際に警笛が鳴ったのは，暴走族の大きな音の
みで反応したのではなく，その音とともに自動車の振動等何らかの衝撃で反応し
たものと考えられる。

　　ウ　原告の負債について
　　　　原告は，平成１５年当時勤務先の有限会社Ｅ製作所に勤務し，２６８万５４２０円

の給与収入を得ていたものであるが，同製作所は妻の実家であり，仕事上割り
と自由がきくし，自宅の住宅ローン月々６万５０００円や同製作所への借入金の
月々の返済５万円は，同製作所の義理の両親から実質的に援助されており，原
告の生活自体窮することはない。もともと原告は，労災事故をきっかけとして，妻
の実家の家業の後継を約束された婿となっており，比較的恵まれた経済状態に
あった。

　　エ　荷物を車に置いたままにしたことについて
　　　　被告は，Ｄの説明が前後で違うことを疑惑の理由にする。
　　　　しかし，Ｄは，平成１５年９月１７日の説明（乙１）では，夜１０時頃Ｆさんのアパート

に着き，「この鞄」と携帯電話とタバコを持って部屋に上ったが，「後から下ろそう
と思ったんだけど。眠たくなったもんで｡」「寝ちゃって｡」と言うもの（２２頁）で，寝
たのは「３時半くらい」と言うのであり（６頁），被告の言うような「そのまま寝てしま
った」とはとても受けとれない。また，Ｆ夫妻の説明では，「嫁さんターがしゃべっ
とった話しやもんで‥･３時半か‥･」「寝たのは３時半頃」，「しゃべりに夢中だっ
たもんであのとき。」「ずっとしゃべっとったで，オレが寝るときに。」（乙２）というよ
うにＤの説明を裏づけており，「眠くなり寝ちゃった。」というのは，「（疲れてて）到
着後わずかの間眠った。」という意味でとらえることができ，矛盾はない。加え
て，Ｆの「バックはポシェットだけです｡」というのも，Ｄの説明と合致する。

　　　　したがって，Ｄの説明は，前後で違うことはない。
　　オ　積載品について
　　　　プラチナ台にメキシコオパールとダイヤモンドの付いている指輪について，Ｄが盗

難届に「時価８０万円くらい。」と表示した（甲４）のに対し，調査会社担当者が「指
輪が１００万円。」と言ったことにＤが「指輪も宝石屋さん，大府のＧ」と答えている
（乙３，２頁）が，もともとレシートも何も残っていない状態で，記憶に基づいて「時
価８０万円くらい」と被害届に表示したところ，平成１５年１０月２日の「あ，指輪が
１００万円」という調査会社担当者の質問に対し，うまく訂正しなかっただけであ
る（乙３）。

　　　　また，調査会社担当者が平成１５年１１月１４日にＧで確認したことを裏付ける証
拠はない。

　　　　ヒステリックミニ製の鞄については，Ｄが「時価３万円くらい」と表示（甲４）している
が，その鞄は，八事のＨで平成１０年６月頃購入したものである。調査会社担当
者は，あたかもヒステリックミニ製の鞄が前日の９月１４日買われたものとの前提
で誤解したまま，八事のＨで調査をしている（乙４）。

理　　　　　　　由
１　請求原因(1)，(3)の事実，原告が本件盗難事故後に被告名古屋支店に連絡したこ

と，被告会社が平成１５年１２月１０日付御通知により，保険金の支払を拒絶したこと
は当事者間に争いがない。

２　まず，原告は本件保険契約のうち車両保険にかかる部分について自己のためにこ
れを締結したものと解されるから，原告が本件保険契約の車両条項（第３章第１節第
１条１項，２条）にいう被保険者すなわち「本件自動車の所有者」であるか否か（請求



原因(2)）につき検討することとする。
　　証拠（甲１，７ないし９）及び弁論の全趣旨によれば，Ａ自動車株式会社は，原告に対

し，平成１１年９月３０日，同社所有にかかる本件自動車を所有権を留保して５７７万０
８３４円で売却したこと，原告は，Ａ自動車に対し，同代金のうち３６３万３０００円を現
金で支払い，残金２１３万７８３４円をＪファイナンス株式会社からの借り入れにより支
払ったこと，原告のＪファイナンスからの借り入れの条件は，月々３０００円ずつの支
払で，３年後に又同様にするか残金を完成するか選択し，その残金完済後に本件自
動車の所有権が原告に移転するというものであったこと，原告は，Ｊファイナンスに対
し月々３０００円の支払をしてきたほか，平成１５年１２月２９日に借入残金１４１万９０
８０円を全て支払い，本件自動車の所有権を取得したことが認められる。

　　ところで，自動車販売会社がローン会社の債権を担保する目的で所有権留保して自
動車を売り渡した場合には，自動車販売会社はローン会社の債権担保の目的を達す
るのに必要な範囲内においてのみ当該自動車の所有権を有しているにすぎず，他
方，買主は被担保債務を弁済して当該自動車の完全な所有権を取得することができ
るのである。このような所有権留保の趣旨及び効力にかんがみると，ローン会社及び
買主は共に所有権留保の自動車につき保険事故が発生することによる経済上の損
害を受けるべき関係にあり，したがって，当該自動車についていずれも被保険利益を
有するが，当該自動車の売買代金を全て取得した自動車販売会社は当該自動車に
ついて被保険利益はないと解するのが相当である。

　　そうとすると，所有権留保の対象である本件自動車の買主である原告は，本件保険
契約の車両条項（第３章第１節第１条１項，２条）にいう被保険者すなわち本件自動車
の所有者であるというべきである。

　　なお，ローン会社であるＪファイナンスの被保険利益につき付言するに，自動車販売
会社はローン会社の債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ当該
自動車の所有権を有しているのであるから，ローン会社においては原告に対する貸
金債権を原告から回収する見込みが確実であり，当該自動車の引渡し請求や他へ
の売却などの留保所有権の行使がないことが明らかである場合においては被保険利
益はなく，保険事故発生後に貸金債権の全額の回収を受けた場合においても，結果
的に被保険利益はなかったものというべきであり，本件盗難事故後に原告から貸金
全額の返済を受けたＪファイナンスについては，結果的に被保険利益はなかったとい
うことができる。

３　次に，本件保険契約の車両条項（第３章第１節第１条１項，２条）にいう「被保険自動
車の盗難による被害」があったか否か（請求原因(4)）につき検討する。

　(1)　証拠（甲４，９，１０，１２，１３の１・２，１４の１・２，１５，１７の１ないし４，１９，２０，
証人Ｄ，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

　　ア　原告の妻であるＤは，平成１５年９月１５日（敬老の日，友引）友人であるＫの結
婚式に招待されるとともに，同様に招待されたＦの髪のセットの仕事を頼まれ，
当日は朝が早いので，前日から愛知県豊明市ａ町ｂ番地ｃハイツＣのＦのマンシ
ョンに泊まりがけで出かけた。ＤがＦのマンションに入ったのは，９月１４日午後１
１時前後で，本件自動車の内には，結婚式に自ら出席するための衣装や装身具
（指輪，ネックレス，靴の類），その他翌日の髪のセットの道具類や自分のハンド
バッグ等があった。

　　イ　Ｄは，Ｆのマンションに着くと，とりあえず本件自動車のロックだけして，Ｆの部屋に
入り，Ｆの夫と出会って３人で話し込んだ。

　　　　本件自動車の駐車場所はハイツＣ駐車場の空きスペースで，Ｆの部屋の窓から
見える場所であったので，Ｄは，特に盗難を気にかけることもなく，自動車からハ
ンドバッグや装身具などの貴重品をＦの部屋に運んで入れることもなく，本件自
動車に設置されていた盗難防止装置ホーネットの設定をせず，別の盗難防止装
置のハンドルロックもしなかった。Ｄが盗難防止装置ホーネットについてその設
定をしなかった理由としては，以前暴走族の車両が大きな音で近くを通っただけ
で警報装置が鳴ったことがあったということがあり，誤作動すると近所迷惑にな
るという配慮もあった。

　　　　Ｄが午前３時頃，皆で寝ようとした際，窓から本件自動車を見ており，その頃は，
本件自動車は確かにあったが，翌朝Ｆの夫が盗難に気付いて出勤先から電話を
かけてきたため，Ｄは本件自動車の盗難が分かった。

　　ウ　原告は，平成１５年９月１５日頃，本件自動車につき，愛知県Ｌ警察署に被害届
を出したところ，平成１５年１２月２３日頃，愛知県Ｍ警察署から，同署管内で発
生した自動車盗の捜査中，別の盗難車両から多数の変造ナンバープレートとと



もに，本件自動車のナンバープレートが変造された状態で発見されたことを知ら
された。しかし，本件自動車の所在は不明である。

　　エ　本件自動車には，キャッシュカードやクレジットカードが積載されていたため，原
告は，平成１５年９月１５日から１６日にかけて，Ｎ銀行鳴海支店，Ｏ信用農業協
同組合，Ｐ銀行，郵便局，Ｑカード，Ｒカード，Ｓカードなどにも盗難の届出をし
た。

　(2)　上記認定の事実によれば，本件保険契約の車両条項（第３章第１節第１条１項，２
条）にいう「被保険自動車の盗難による被害」があったと認められる。

　(3)　この点，被告は，被告の主張のとおり，盗難の立証がない旨主張する。
　　　しかし，原告は，本件盗難事故のほか，平成１１年７月にも，同様の盗難事故に遭

っているが，そうであるからといって，上記(1)，(2)の認定判断を左右するものでは
ない。

　　　Ｄが本件自動車に設置されていた盗難防止装置ホーネットの設定をせず，別の盗
難防止装置のハンドルロックもしなかったことについても，本件自動車の駐車場所
はハイツＣ駐車場の空きスペースで，Ｆの部屋の窓から見える場所であったことか
ら，Ｄが盗難はないと軽信したためであって，格別不自然であるとはいえない。

　　　原告は，本件盗難事故当時，平成１５年度の収入（給与収入２６８万５４２０円，給
与所得１６９万８８００円）に見合わない負債（住宅ローン１７００万円，有限会社Ｅ製
作所から６００万円）を負っていた（甲１１の５，１６）が，原告は，原告の妻の父が経
営するＥ製作所の取締役であり，原告の父から援助を受けていたと窺えること（甲
１６，原告本人）から，そうであるからといって，上記(1)の認定判断を左右するもの
ではない。

　　　本件自動車の積載物に関してのＤの調査会社担当者への供述（乙１）と陳述書（甲
１０）の記載内容は，被告主張のとおり一部異なるかにみえる点はあるが，さほど
重大な食い違いとは言い難いうえ，調査会社担当者への説明が不十分なためにそ
のような食い違いが生じたとも考えられることから，そうであるからといって，上
記(1)の認定判断を左右するものではない。

　　　本件自動車の積載物の価額に関しての被害届の金額（甲４），Ｄが調査会社担当
者に述べた金額（乙３）及び実際の価額との間には一部食い違いがあるが，指輪
の価額について，Ｄは，８０万円ほどであるもののおおよそ１００万円くらいの記憶
で調査会社担当者に答えたもので（証人Ｄ），その被害届の金額（甲４），Ｄが調査
会社担当者に述べた金額（乙３）との間に不自然な点はない。実際には，この指輪
は３０万円ほどにプライスダウンされていたものであるが，Ｄは原告からその旨聞
いていなかったことから，調査会社担当者に上記のとおり回答をしたもので，実際
の価額と異なる点についても格別不合理ではない。

　　　ヒステリックミニ製の鞄については，Ｄが平成１０年６月頃八事のＨで３万円くらいで
購入したものであり（証人Ｄ），被害届の金額（甲４）と齟齬はない。

　　　したがって，被告の同主張は採用できない。
４　請求原因(7)の事実はこれを認めるに足りる証拠はない。原告は，被告に対し，平成

１６年２月２４日到達の内容証明郵便を送付しているが，その内容は，被告が言う盗
難状況等の納得しかねる多々の点の概略の教示を求めるというもので，保険金の支
払を催告するものとはいえない（甲６の１・２）。

５　以上によれば，原告の請求は，４００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日で
ある平成１６年８月１０日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損
害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余は棄却すべきであ
る。

　　よって，主文のとおり判決する。
　　　名古屋地方裁判所民事第６部

　　　　　　　　裁判官　　　内　　田　　計　　一



（別紙）
自　動　車　目　録

１　登  録  番  号　  　Ｔ
２　車  台  番  号　  　Ｕ
３　種 別・用 途等　　　自家用普通乗用自動車（ステーションワゴン）
４　通　　　　　称　　　トヨタランドクルーザー


